
東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、多くの方が避難生活
を余儀なくされていました。このような住民の皆様の身体に変調を来していないかど
うかを見守り、必要に応じて早期治療につなげることを目的として「健康診査」を実
施しています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（令和７年度版）」　第 10 章 健康管理

157


